
１　申請に必要なもの
 (1)　自動車保管場所証明申請書（２枚綴り）
　　※　旧様式（４枚綴り）でも申請可能。（③・④枚目は不要。）

 (2)　自認書もしくは承諾書
      　自認書とは…土地又は建物が申請者本人のものである場合。
　　　　　　　　　　ただし共有の場合は、 自認書と承諾書が必要です。
      　承諾書とは…土地又は建物が申請者本人の所有物ではない場合。 
　　　　　　　　　　・借家、アパート等は大家または管理者
　　　　　　　　　　・市営・町営住宅等は市長、町長等
　　　　　　　　　　からの承諾書が必要になります。

 (3)　保管場所の所在図・配置図
      　所在図は自宅及び駐車場の位置がわかるもの。
      　配置図は敷地の保管場所の位置と寸法がわかるもの。
  　　　※　保管場所に申請する位置は、自宅（本拠の位置）から直線距離で、　　
　　　　　　２㎞以内でないと認められません。

 (4)　手数料
        申請手数料　2,500円

２　注意事項

　●　申請書の記載内容に誤りはありませんか？
　　　車台番号や型式、大きさに間違いはありませんか？
      申請者の住所は、住民票又は印鑑証明書の住所と一緒ですか？

　●　証明書交付後の訂正は認められません。
      再申請となり、再度、手数料（申請手数料2,500円）が必要となります。　
　　　申請書の記載内容に誤りがないか十分に確認してください。

３　申請受付について
    受付時間  平日の午前９時から午後４時まで

自動車保管場所証明申請をされる皆様へ



完成検査終了証、 自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書

に記載してある内容を記入。
左詰めで数字とアルファベットを明確に記入。アルファ

国産車の場合
（例）トヨタ、マツダ、ニッサン、スバル など輸入車

の場合

（例）アウディ、シボレー など

住民票又は印鑑証明と一致する。

同上とは記載しない。

申請日を記入する。

繋がりやすい電話番号を記入する。（携帯

この証明欄には何も記入しない

該当するものを○で囲んで下さい。（手書

該当するものを○で囲んで下さい。

自己・・・自認書
他人・・・使用承諾書（親子間、夫婦間は他人とする）共有・・・

自認書及び関係者の使用承諾書

パソコンで入力する際は、シート１のみに入力して下さい。

シート２は自動的に入力されます。

シート２枚を印刷し、警察署交通窓口へ提出して下さい。
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